
は

じ

め

に

山
上
碑
は
、
群
馬
県
高
崎
市
山
名
町
神
谷
の
丘
陵
中
腹
に
所
在
す
る
。
碑
の
東

側
の
山
上
古
墳
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。
多

胡
碑
、
金
井
沢
碑
と
合
わ
せ
て
、
上
野
三
碑
と
通
称
さ
れ
て
い
る
。
碑
石
は
、
輝

石
安
山
岩
の
自
然
石
で
高
さ
約
一
一
一
㌢
、
幅
約
四
七
㌢
、
厚
さ
約
五
二
㌢
、
四

（
�
）

行
五
三
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

〔
碑
文
〕

辛
己
歳
集
月
三
日
記

佐
野
三
家
定
賜
健
守
命
孫
黒
賣
刀
自
此

新
川
臣
児
斯
多
々
弥
足
尼
孫
大
児
臣
娶
生
児

長
利
僧
母
為
記
定
文
也

放
光
寺
僧

碑
文
の
解
釈
は
、
後
述
す
る
と
し
て
、
碑
文
冒
頭
の
「
辛
己
」
は
、「
辛
巳
」

（
�
）

（
�
）

と
解
さ
れ
、
伴
信
友
や
木
崎
愛
吉
氏
ら
は
、
天
平
十
三
年
（
七
四
一
年
）
の
も
の

と
す
る
。

（
�
）

（
�
）

し
か
し
、
東
野
治
之
氏
や
篠
川
賢
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、

①

干
支
に
よ
る
紀
年
は
、
七
世
紀
末
ま
で
の
金
石
文
・
木
簡
に
多
く
、
大
宝

律
令
制
定
（
七
〇
一
年
）
以
降
は
、
年
号
に
よ
る
紀
年
が
一
般
的
に
な
る
。

②

年
月
日
＋
記
と
い
う
書
き
出
し
は
、
古
く
は
、
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘

（
辛
亥
年
四
七
一
年
）
に
そ
の
例
も
あ
る
が
、
野
中
寺
弥
勒
菩
薩
像
台
座
銘

（
丙
寅
年
六
六
六
年
）
な
ど
、
七
世
紀
後
半
の
金
石
文
や
、
木
簡
に
多
く
み

ら
れ
る
。

③

碑
の
人
名
は
、
全
て
個
人
名
と
考
え
ら
れ
、
律
令
制
下
の
姓
に
よ
る
人
名

表
記
が
見
え
な
い
。
近
接
す
る
神
亀
三
年
（
七
二
六
年
）
の
金
井
沢
碑
の
人

名
は
律
令
制
下
の
姓
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。

④

書
風
は
、
全
体
と
し
て
楷
書
体
で
あ
る
が
、
隷
書
の
筆
使
い
を
多
く
残
し

て
お
り
、
石
上
神
宮
七
支
刀
銘
（
泰
和
四
年
（
三
六
九
年
）
鋳
造
説
が
有

力
）、
江
田
船
山
古
墳
出
土
太
刀
銘
（
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
頭
）、
稲
荷

山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
な
ど
、
四
、
五
世
紀
の
金
石
文
の
書
風
と
共
通
す
る
古

風
な
も
の
で
あ
る
。

な
ど
の
点
か
ら
、「
辛
巳
」
を
干
支
一
運
遡
ら
せ
て
、
天
武
十
年
（
六
八
一
年
）

の
も
の
と
す
る
説
が
今
日
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
前
述
の
理
由
に
加
え
て
碑
文
が
完
全
和
文
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
干

山
上
碑
の
建
碑
時
期
に
つ
い
て

│
│
推
古
天
皇
二
十
九
年
（
六
二
一
年
）
説
の
可
能
性
を
探
っ
て
│
│

鈴

木

晴

美
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支
を
も
う
一
運
遡
ら
せ
推
古
天
皇
二
十
九
年
（
六
二
一
年
）
の
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
が
、
碑
文
に
「
僧
」・「
放
光
寺
」
と
い
っ
た
仏
教
受
容
を
示
す
語
が
あ
り
、

推
古
二
十
九
年
（
六
二
一
年
）
で
は
仏
教
の
地
方
へ
の
浸
透
状
況
か
ら
考
え
て
も

早
す
ぎ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
山
上
碑
文
中
に
は
、
近
接
す
る
金
井
沢
碑
の
よ
う
な
「
知
識
」・

「
七
世
父
母
」・「
誓
願
」・「
如
是
」
な
ど
の
仏
教
用
語
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
山

上
碑
の
建
碑
者
が
、
寺
僧
（
放
光
寺
僧
）
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
仏
教
が
広
く
深

く
受
容
・
浸
透
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
山
上
碑
の
建
碑
は
な
い
と
考
え
る
の
は
早

計
か
も
し
れ
な
い
。
地
方
に
お
い
て
、
と
く
に
東
国
は
一
部
の
有
力
豪
族
が
初
期

（
�
）

の
仏
教
文
化
を
早
く
に
受
容
し
て
い
た
と
す
る
金
井
塚
良
一
氏
の
指
摘
が
あ
る
。

ま
た
前
述
の
よ
う
に
東
野
治
之
氏
が
山
上
碑
の
書
風
は
天
武
朝
の
も
の
と
す
る
に

（
�
）

は
古
風
な
様
式
が
残
さ
れ
て
い
る
と
す
る
点
か
ら
も
、
建
碑
時
期
を
推
古
二
十
九

年
と
す
る
説
も
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
献
資
料
や
考
古
学
の

成
果
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
考
察
を
加
え
、
問
題
提
起
し
た
い
。

一

碑
文
の
解
釈

碑
文
の
大
意
は
、
佐
野
三
家
（
屯
倉
）
の
治
定
者
健
守
命
の
孫
の
黒
賣
刀
自

と
、
新
川
臣
の
児
で
あ
る
斯
多
々
弥
足
尼
の
孫
の
大
児
臣
と
の
間
に
生
ま
れ
、
僧

と
な
っ
た
長
利
が
、
母
（
黒
賣
刀
自
）
の
為
に
記
し
た
石
文
で
あ
る
と
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
い
ま
一
度
、
碑
文
中
の
字
句
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
い
、
碑
文

の
内
容
を
考
察
す
る
。

（
�
）

碑
文
中
の
「
孫
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
は
、
実
の
孫
と
す
る
尾
崎
喜
左
雄
氏
説
、

し
そ
ん

（
�
）

（
�
）

子
孫
と
す
る
東
野
治
之
氏
説
や
義
江
明
子
氏
説
な
ど
二
様
の
理
解
が
あ
る
。

ま
ず
子
孫
説
か
ら
み
て
み
る
と
、
孫
を
子
孫
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
碑
文
中
の

父
系
系
譜
表
記
も
母
系
系
譜
表
記
（
健
守
命
孫
黒
賣
刀
自
）
と
同
様
に
「
新
川
臣

孫
大
児
臣
」
も
し
く
は
「
斯
多
々
弥
足
尼
孫
大
児
臣
」
と
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
し
、

こ
と
さ
ら
「
児
斯
多
々
弥
足
尼
」
と
明
記
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
詳
し

く
は
後
述
す
る
が
、「
児
・
孫
」
の
連
続
的
系
譜
表
記
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と

考
え
る
。
義
江
氏
は
一
系
系
譜
と
は
族
長
位
の
継
承
を
示
す
系
譜
で
あ
り
、
山
上

碑
の
健
守
命
お
よ
び
新
川
臣
│
斯
多
々
弥
足
尼
は
明
ら
か
に
始
祖
伝
承
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
人
物
で
、
稲
荷
山
鉄
剣
銘
文
（
後
出
）
の
「
上
祖
名
意
富
比
�

│
多
加
利
足
尼
」
に
相
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
の
孫
は
子
孫
の
意
に
解
さ
ね

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
父
方
母
方
と
も
族
長
位
継
承
を
示
す
系
譜
の
末
端
に
位
置

す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
健
守
命
お
よ
び
斯
多
々
弥
足
尼
が
た
と
え
上

祖
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
黒
賣
刀
自
と
大
児
臣
は
孫
で
あ
っ
て
も
不
都
合
は
な
く

（
孫
も
子
孫
に
含
ま
れ
る
）、
必
ず
し
も
子
孫
と
解
す
る
必
要
は
な
い
と
思
え
る
。

ま
た
、
父
方
の
族
長
位
継
承
を
示
す
一
系
系
譜
は
理
解
す
る
と
し
て
も
、
母
方
の

「
三
家
定
賜
」
と
い
う
奉
事
根
源
に
連
な
る
職
掌
を
女
性
で
あ
る
黒
賣
刀
自
が
継

承
す
る
は
ず
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
母
方
（
黒
賣
刀
自
）
の
系
譜
は
族
長
位
継
承
を
示
す
一
系
系
譜
と

は
い
え
な
い
。
母
方
の
系
譜
は
「
三
家
定
賜
」
と
い
う
奉
事
根
源
に
か
か
わ
っ
た

祖
父
健
守
命
の
孫
と
し
て
の
系
譜
で
あ
る
。
一
般
的
に
子
孫
と
し
て
の
孫
の
用
例

と
し
て
は
、『
古
事
記
』
継
体
記
の
「
品
太
王
五
世
孫
袁
本
杼
命
」、『
日
本
書
紀
』

継
体
即
位
前
紀
の
「
今
足
仲
彦
天
皇
五
世
孫
倭
彦
王
」、『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
神

別
上
の
「
藤
原
朝
臣
、
出
自
津
速
魂
命
三
世
孫
天
児
屋
命
也
。
廿
三
世
孫
内
大
臣

大
織
冠
中
臣
連
鎌
足
」
と
あ
る
よ
う
に
何
世
孫
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。（
波
線
は

筆
者
に
よ
る
。）
実
の
孫
と
し
て
の
用
例
は
『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
即
位
前
紀
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「
天
之
真
宗
豊
祖
父
天
皇
、
天
淳
中
原
瀛
真
人
天
皇
之
孫
、
日
並
知
皇
子
尊
之
第

二
子
也
。」、
同
じ
く
神
亀
元
年
六
月
条
の
「
中
納
言
正
三
位
巨
勢
朝
臣
邑
冶
薨
。

難
波
朝
左
大
臣
大
繍
徳
多
之
孫
、
中
納
言
小
錦
黒
麻
呂
之
子
也
。」
な
ど
に
み
え

る
。
さ
ら
に
山
上
碑
よ
り
時
代
は
下
る
が
、
近
接
す
る
金
井
沢
碑
の
「
現
在
侍
家

刀
自
池
田
君
目
頬
刀
児
加
名
刀
自
孫
物
部
君
午
足
」
の
よ
う
に
、「
子
と
孫
」・

「
児
と
孫
」
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。（＝

は
筆
者
に
よ
る
。）
物

部
君
午
足
は
、
加
那
刀
自
の
孫
で
も
子
孫
で
も
な
く
、
現
在
侍
家
刀
自
池
田
君
目

頬
刀
の
孫
と
解
す
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。「
子（
児
）と
孫
」
の
セ
ッ
ト
の

場
合
の
孫
は
、
実
の
孫
で
あ
る
。
他
に
孫
一
字
だ
け
の
用
例
と
し
て
『
日
本
書

紀
』
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀
に
、
大
鷦
鷯
天
皇
の
母
仲
姫
命
が
五
百
城
入
彦
皇
子
之

孫
と
あ
る
が
、
仲
姫
命
は
五
百
城
入
彦
皇
子
の
子
品
陀
真
若
王
の
子
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
二
年
五
月
条
「
皇
孫
建
王
」、
同
じ
く
「
皇
孫
大
田
皇

女
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
も
全
て
実
の
孫
を
し
め
し
て
い
る
。「
孫
」
一
字
の
み

の
記
載
で
、
子
孫
の
意
を
表
す
用
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。「
孫
」
一
字

の
み
の
記
載
の
と
き
は
、
子
孫
で
は
な
く
実
の
孫
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
と
思
わ

れ
る
。
ゆ
え
に
、
黒
売
刀
自
と
大
児
臣
は
健
守
命
や
斯
多
々
弥
足
尼
の
子
孫
で
は

な
く
、
孫
と
理
解
で
き
る
。（

�
）

実
の
孫
説
を
と
る
尾
崎
氏
は
、
左
記
の
図
の
よ
う
に
系
図
を
復
元
し
、
大
児
臣

を
斯
多
々
弥
足
尼
の
孫
と
み
な
し
、
健
守
命
と
斯
多
々
弥
足
尼
を
同
世
代
と
さ
れ

た
。

健

守

命
│
│
○
│
黒
賣
刀
自

‖‖‖│
│
│
│
長
利

‖‖

新
川
臣
│
斯
多
々
弥
足
尼
│
○
│
大
児
臣

尾
崎
氏
は
碑
の
健
碑
時
期
を
天
武
十
年
（
六
八
一
年
）
と
想
定
さ
れ
る
の
で
、

「
三
家
定
賜
」
を
『
日
本
書
紀
』
推
古
十
五
年
の
屯
倉
の
設
置
記
事
「
是
歳
（
中

略
）
亦
國
毎
に
屯
倉
を
置
く
」
に
対
応
さ
せ
て
、
こ
れ
を
建
守
命
の
世
代
の
こ
と

と
す
る
。（

�
）

篠
川
氏
は
、「
孫
」
は
子
孫
の
意
に
解
す
べ
き
だ
が
、
黒
賣
刀
自
・
大
児
臣
が

健
守
命
・
斯
多
々
弥
足
尼
の
孫
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
す
る
。

私
は
尾
崎
氏
と
同
様
に
孫
説
を
取
る
が
、
氏
の
孫
説
と
は
若
干
異
な
る
。
前
述

し
た
よ
う
に
、
大
児
臣
は
新
川
臣
か
ら
み
た
孫
で
、
児
斯
多
々
弥
足
尼
孫
大
児
臣

と
、
連
続
し
た
系
譜
（
児
と
孫
）
と
考
え
て
、
左
記
の
図
に
よ
う
に
系
譜
を
復
元

す
る
。

健
守
命
│
│
│
│
○
│
│
│
│
│
│
│
黒
賣
刀
自

‖‖‖│
│
│
│
長
利

‖‖

新
川
臣
│
│
│
斯
多
々
弥
足
尼
│
│
│
大
児
臣

大
児
臣
は
新
川
臣
の
孫
と
な
る
の
で
、
健
守
命
と
新
川
臣
は
（
長
利
か
ら
み
て

祖
々
父
ど
う
し
）、
黒
賣
刀
自
と
大
児
臣
（
父
母
）
が
同
世
代
に
な
り
、
時
代
的

に
も
整
合
す
る
。
建
碑
時
期
を
推
古
二
十
九
年
と
仮
定
す
る
と
、
健
守
命
の
世
代

は
『
日
本
書
紀
』
安
閑
二
年
五
月
条
の
各
地
に
屯
倉
が
設
置
さ
れ
、
上
毛
国
に
も

緑
野
屯
が
設
置
さ
れ
た
世
代
（
五
三
〇
年
代
）
を
想
定
す
る
。

よ
っ
て
、
碑
文
の
大
意
は
、
佐
野
三
家
（
屯
倉
）
の
治
定
者
健
守
命
の
孫
の
黒

賣
刀
自
と
、
新
川
臣
の
孫
で
斯
多
々
弥
足
尼
の
児
で
あ
る
大
児
臣
と
の
間
に
生
ま

れ
、
僧
と
な
っ
た
長
利
が
、
母
（
黒
賣
刀
自
）
の
為
に
記
し
た
石
文
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

次
に
系
譜
の
形
式
と
碑
文
中
の
記
載
か
ら
、
建
碑
時
期
を
探
る
。
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二

系
譜
と
碑
文
の
特
徴

山
上
碑
の
系
譜
形
式
と
類
似
し
た
系
譜
形
式
に
、
①
五
世
紀
末
の
埼
玉
県
稲
荷

山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
銘
文
と
、
②
『
釈
日
本
紀
』
所
引
『
上
宮
記
』
逸
文
に
み
え

（
�
）

る
継
体
天
皇
の
出
自
を
示
す
系
譜
が
あ
る
。
①
と
②
の
全
文
を
掲
げ
、
そ
れ
を
系

図
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①

鉄
剣
銘
文

辛
亥
年
七
月
中
記
、
乎
獲
居
臣
上
祖
名
意
富
比
�
、
其
児
多
加
利
足
尼
、
其

児
名
弖
巳
加
利
獲
居
、
其
児
名
多
加
披
次
獲
居
、
其
児
名
多
沙
鬼
獲
居
、
其

児
名
半
弖
比
、
其
児
名
加
差
披
余
、
其
児
名
乎
獲
居
臣
。
世
々
為
杖
刀
人
首

奉
事
来
至
今
。
獲
加
多
支
歯
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
、
吾
左
治
天
下
。
令
作
此

百
練
利
刀
、
記
吾
奉
事
根
原
也
。

上
祖
意
富
比
�
│（
児
）多
加
利
足
尼
│（
児
）弖
巳
加
利
獲
居
│
│
┘─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─┌
│（
児
）多
加
披
次
獲
居
│（
児
）多
沙
鬼
獲
居
│（
児
）半
弖
比
│
┘─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─┌
│（
児
）加
差
披
余
│
（
児
）
乎
獲
居
臣
。

②
『
上
宮
記
』

上
宮
記
曰
一
云
�
牟
都
和
希
王
娶
�
俣

那
加
都
比
古
女
子
名
弟
比
賣
麻
和
加
生
児

若
野
毛
二
俣
王
娶
母
メ
�
己
麻
和
加
中
比

賣
生
児
太
郎
子
一
名
意
富
々
等
王
妹
践
坂
大

中
比
弥
王
弟
田
宮
中
比
弥
弟
布
知
波
良
己
等
布

斯
郎
女
四
人
也
意
富
々
等
王
娶
中
斯
知
命
生

児
乎
非
王
娶
牟
義
都
国
造
名
伊
自
牟
良

君
女
子
名
久
留
比
賣
命
生
児
汙
斯
王
娶
伊
久

牟
尼
利
比
古
大
王
児
伊
波
都
久
和
希
児
伊

波
・
己
里
和
気
児
麻
和
加
介
児
阿
加
波
智
君

児
乎
波
智
君
娶
余
奴
臣
祖
名
阿
那
�
比
弥

生
児
都
奴
牟
斯
君
妹
布
利
比
弥
命
也
汙
斯
王

坐
弥
乎
国
高
嶋
宮
時
聞
布
利
比
弥
命
甚
美

女
遣
人
召
上
□
三
国
坂
井
縣
而
娶
所
生
伊
波
礼

宮
治
天
下
乎
富
等
大
公
主
也
父
汙
斯
王
崩

而
後
王
母
布
利
比
弥
命
曰
唯
我
持
抱
王
□

无
親
族
部
之
国
唯
我
獨
難
養
育
此
�
斯

奉
之
云
�
将
下
去
於
在
祖
三
国
命
坐
多
加
牟

久
村
也

― ４ ―



①
の
系
譜
は
上
祖
意
富
比
�
よ
り
「
其
児
○
○
其
児
○
○
」
と
乎
獲
居
臣
ま
で

八
代
に
及
ぶ
一
系
系
譜
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
母
親
名
（
妻
名
）
は
そ
こ
に
は
な

い
。②

の
系
譜
は
乎
富
等
大
公
主
（
継
体
天
皇
）
の
母
方
の
伊
久
牟
尼
利
比
古
大
王

（
垂
仁
天
皇
）
系
譜
が
一
系
系
譜
の
形
式
を
取
り
な
が
ら
最
後
の
と
こ
ろ
で
「
○

○
娶
○
○
生
児
○
○
」
の
形
式
を
と
る
。
一
方
父
方
の
凡
牟
都
和
希
王
（
応
神
天

皇
）
の
系
譜
は
各
世
代
ご
と
に
「
○
○
娶
○
○
生
児
○
○
」
と
あ
り
、
母
親
名

（
妻
名
）
が
系
譜
中
に
と
り
こ
ま
れ
、
乎
富
等
大
公
主
（
継
体
天
皇
）
の
父
母
の

世
代
の
と
こ
ろ
で
両
系
統
の
系
譜
が
統
合
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
、
①
の
系
譜
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
継

体
天
皇
は
、
応
神
・
垂
仁
の
両
天
皇
に
連
な
る
系
譜
に

よ
り
、
大
王
と
し
て
の
地
位
の
出
自
上
の
正
統
性
を
主

（
�
）

張
し
た
。

山
上
碑
の
系
譜
も
父
方
・
母
方
と
も
一
系
系
譜
の
形

式
を
取
り
つ
つ
も
、
②
の
系
譜
の
「
○
○
娶
○
○
生
児

○
○
」
の
記
載
形
式
も
取
り
入
れ
、
長
利
の
と
こ
ろ
で

母
方
父
方
の
両
系
譜
を
統
合
さ
せ
る
特
徴
を
あ
わ
せ
も

っ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
考
え
て
山
上
碑
の
系
譜
表
記

は
、
②
の
系
譜
作
成
時
に
近
い
時
期
の
成
立
が
想
定
で

（
�
）

き
る
。
義
江
明
子
氏
の
い
う
系
図
形
式
の
変
遷
に
よ
る

と
、
左
記
の
表
の
如
く
山
上
碑
は
一
系
系
譜
と
両
属
系

譜
の
組
み
合
わ
さ
れ
た
形
で
古
い
形
式
を
示
し
て
い

る
。

（
口
承
系
譜
）

一
系
系
譜
と
両
属
系
譜
の
併
存

七
世
紀

文
章
系
譜

両
者
の
組
み
合
わ
せ

八
世
紀

竪
系
図

出
自
系
譜

（
義
江
明
子
『
日
本
古
代
の
氏
の
構
造
』）

（
母
方
）

伊
久
牟
尼
利
比
古
大
王
│（
児
）伊
波
都
久
和
希
│（
児
）伊
波
智
和
希
│（
児
）伊
波
己
里
和
気
│
┘─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─┌
│（
児
）麻
和
加
介
│（
児
）阿
加
波
智
君
│（
児
）乎
波
智
君

┐
│（
児
）都
奴
牟
斯
君

─

‖ ‖ ‖

│
│
│
│
│
│
├
│（
妹
）布
利
比
弥
命

（
余
奴
臣
祖
）阿
那
�
比
弥

‖ ‖‖ ‖ ‖

│
乎
富
等
大
公
主

牟
義
都
国
造
伊
自
牟
良
君
│
│
久
留
比
賣
命

‖ ‖

‖ ‖
‖ ‖

（
父
方
）

中
斯
知
命

‖ ‖ ‖

│（
児
）汙
斯
王

弟
比
賣
麻
和
加

‖ ‖ ‖

│
│
│（
児
）乎
非
王

‖ ‖ ‖

│
│
│
│
若
野
毛
二
俣
王

┐
│（
児
）太
郎
子（
意
富
々
等
王
）

─

凡
牟
都
和
希
王

‖ ‖ ‖

│
│
│
│
│
│
│
│
┼
│（
妹
）践
坂
大
中
比
弥
王

─

母
メ
�
己
麻
和
加
中
比
賣
┬
│（
弟
）田
宮
中
比
弥

─┌
│（
弟
）布
知
波
良
己
等
布
斯
郎
女
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山
上
碑
は
通
説
で
は
母
の
為
に
建
碑
さ
れ
た
と
す
る
が
（
し
か
し
、
何
の
た
め

な
の
か
は
不
明
と
さ
れ
、
異
説
あ
る
）、
長
利
の
と
こ
ろ
で
母
方
父
方
の
両
系
譜

を
統
合
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、『
上
宮
記
』
の
継
体
天
皇
系
図
の
事
例
と
考
え
合

わ
せ
る
と
、
長
利
が
自
分
自
身
の
出
自
上
の
優
位
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
意
図

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
�
）

黛
弘
道
氏
に
よ
る
と
『
上
宮
記
』
は
用
字
法
が
推
古
朝
か
ら
大
化
前
代
に
成
立

し
た
資
料
と
一
致
点
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
継
体
天
皇
関
係
の
系
譜
は
、
あ
る
い

は
推
古
朝
前
後
に
成
立
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
桜
井

良
策
氏
も
『
上
宮
記
』
は
、
文
字
の
配
列
や
固
有
名
詞
表
記
、
一
字
一
音
の
借
訓

仮
名
、
不
自
然
な
漢
文
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
推
古
朝
の
も
の
と
判
断
し
て

（
�
）

支
障
は
な
い
と
さ
れ
る
。
だ
と
す
る
と
、
山
上
碑
の
建
碑
時
期
は
系
譜
の
構
成
上

の
編
年
か
ら
み
て
、
推
古
期
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

ま
た
、
子
ど
も
の
表
記
は
①
②
の
系
譜
と
も
男
子
は
「
児
」
と
あ
る
。
し
か

し
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
年
）
の
戸
籍
な
ど
で
は
、
子
ど
も
の
表
記
法
は
女
子
を

「
児
」、
男
子
は
「
子
」
と
す
る
。『
古
事
記
』（
七
一
二
年
）・『
日
本
書
紀
』（
七

二
〇
年
）
は
全
時
代
を
通
し
て
統
一
的
に
、
男
子
を
「
子
」
と
表
記
し
て
い
る
。

そ
の
過
渡
期
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
『
船
王
後
墓
誌
』（
戊
辰
年
六
六
八
年
の
在

（
�
）

名
）
が
あ
る
。

惟
船
氏
故

王
後
首
者
是
船
氏
中
祖

王
智
仁
首
児

那
沛
児
故
首
之
子

也
。（
以
下
省
略
）（＝

は
筆
者
に
よ
る
。）

こ
こ
で
は
、
男
子
が
、「
児
」・「
子
」
と
併
用
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ

か
ら
、
男
子
を
「
子
」
と
も
表
記
さ
れ
始
め
ら
れ
た
と
す
る
と
、
山
上
碑
は
六
六

八
年
よ
り
以
前
と
も
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
集
月
」
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
定
ま
っ
た
解
釈
が
な
く
、「
集
」
が

「
十
」
に
通
音
す
る
と
し
て
十
月
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
山
上
碑
以
外
に

「
集
月
」
と
記
載
さ
れ
た
拓
本
の
写
し
が
狩
谷
掖
斎
の
『
好
古
日
録
』
に
所
収
さ

（
�
）

れ
て
い
る
。

大
邑
利
活
弁
慶
着
師
盡
可
来
観

都
我
往
還
三
倉
利
如
寛
忠
良
哉

願
望
元
九
貞
□
□
戊
子
集
月
銘
文

狩
谷
掖
斎
に
よ
る
と
、
こ
の
碑
文
は
韓
物
で
は
あ
る
が
、
山
上
碑
に
も
「
集

月
」
の
記
載
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
昔
此
間
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
て
い
る
。

（
�
）

韓
国
漢
字
で
は
、
集
は
「
チ
ッ
プ
」、
十
は
「
シ
ッ
プ
」
と
読
む
。
音
が
近
似

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
古
代
朝
鮮
で
も
集
月
は
十
月
と
し
て
通
用
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
日
本
漢
字
の
十
は
「
じ
っ
」
と
も
読
み
、
古
代
日
朝
で
発
音
が
近

似
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
用
字
が
山
上
碑
に
採
用
さ
れ
た
と
も
推
測
で
き
る
。
だ

と
す
る
と
、
同
時
代
的
用
例
と
す
る
な
ら
ば
『
好
古
日
録
』
の
「
集
月
」
の
前
の

「
戊
子
」
の
年
次
の
も
っ
と
も
可
能
性
の
あ
る
古
い
も
の
と
し
て
、
五
六
八
年
、

六
二
八
年
、
六
八
八
年
が
考
え
ら
れ
る
の

で
、
山
上
碑
の
辛
巳
は
、『
船
王
後
墓
誌
』

の
六
六
八
年
よ
り
古
い
六
二
一
年
と
み
て
問

題
は
な
い
。（
下
図
参
照
）（
補
１
）

さ
ら
に
、
日
韓
の
類
似
点
か
ら
い
え
ば
、

篠
原
啓
方
氏
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
九
年
に
碑

文
の
冒
頭
部
分
が
山
上
碑
と
同
じ
く
「
辛

巳
」
で
な
く
「
辛
己
」
と
刻
さ
れ
た
石
碑
が

韓
国
慶
尚
北
道
（
旧
新
羅
の
地
）
で
発
見
さ

辛巳歳
山上碑

621

681

船王後墓誌
戊辰歳

668

好古日録
戊子歳

568

628

688

― ６ ―



（
�
）

れ
た
。
こ
の
「
辛
巳
」（
辛
己
）
は
五
〇
一
年
で
問
題
は
な
い
と
さ
れ
る
。
新
羅

に
は
、
山
上
碑
や
金
井
沢
碑
の
よ
う
に
自
然
石
を
材
と
し
て
造
ら
れ
た
蔚
珍
鳳
坪

碑
（
五
二
四
年
）、
丹
陽
赤
城
碑
（
五
五
〇
年
頃
）、
昌
寧
真
興
王
巡
狩
碑
（
五
六

一
年
）
な
ど
が
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
上
碑
の
形
態
は
朝
鮮
の

（
�
）

古
碑
に
起
源
が
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
二
年
五
月
条
（
七
七
六
年
）
に
み
え
る
、「
上
野
国
に

在
る
新
羅
人
子
午
足
ら
一
百
九
十
三
人
に
姓
を
吉
井
連
と
賜
ふ
。」
と
の
記
事

か
ら

や
、「
韓
」
に
も
と
づ
く
、
甘
良（
楽
）郡
・
韓
級
郷
な
と
の
地
名
の
存
在
は
、
上

野
の
地
に
は
早
い
段
階
か
ら
渡
来
人
が
多
く
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の

渡
来
的
要
素
が
山
上
碑
に
影
響
を
及
し
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

つ
ぎ
に
、
東
野
治
之
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
碑
の
字
形
の
不
均
衡
は
古
い
字
体
の

特
色
の
一
つ
で
、
書
風
も
、
天
武
朝
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
古
風
な
様
式
が
残
さ
れ

て
い
る
と
い
う
。
一
例
と
し
て
、「
孫
」
の
三
角
形
を
二
つ
積
み
重
ね
た
よ
う
な

「
孫
」
の
字
は
隷
書
で
書
か
れ
た
漢
代
の
木
簡
や
隷
法
の
残
る
宋
（
四
二
〇
年
〜

上
毛
山
名
村
碑

（関西大学博物館所蔵の拓本写真版）
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四
七
九
年
）
の
劉
懐
民
墓
誌
（
四
六
四
年
）
に
み
ら
れ
、
ほ
か
に
も
隷
書
的
特
徴

の
箇
所
も
多
い
。
石
上
神
宮
の
七
支
刀
銘
、
江
田
船
山
古
墳
出
土
の
太
刀
銘
、
稲

荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
銘
の
書
風
に
近
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
書
風
は
七
世
紀
後
半

の
畿
内
周
辺
の
金
石
文
や
木
簡
で
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

（
�
）

い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
藤
原
宮
木
簡
の
書
風
に
即
し
て
み
て
、
七
世
紀
後
半
か
ら

八
世
紀
初
め
の
こ
ろ
は
、
地
方
も
勿
論
、
中
央
ま
で
も
六
朝
風
の
書
風
が
一
般
的

（
�
）

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
山
上
碑
の
建
碑
時
期
を
考
え
る
上
で
書
風
は
重

要
な
要
素
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
山
上
碑
の
人
物
が
姓
に
よ
る
人
名
の
表
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

と
、「
ス
ク
ネ
」
を
宿
禰
で
な
く
足
尼
と
表
記
し
て
い
る
点
も
時
代
の
古
さ
が
推

察
さ
れ
る
。
姓
が
定
め
ら
れ
た
全
国
的
戸
籍
の
最
初
で
あ
る
庚
午
年
籍
以
後
（
六

七
〇
年
以
後
）
に
、
山
上
碑
が
建
碑
さ
れ
て
い
れ
ば
金
井
沢
碑
の
ご
と
く
、
姓
の

記
載
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
男
子
も
「
子
」
と
表
記
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
。『
新
撰
姓
氏
録
』
序
に
「
至
庚
午
年
編
造
戸
籍
。
人
民
氏
骨
各
得

其
冝
。」
と
あ
る
こ
と
も
一
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十
三

年
（
六
八
四
年
）
の
八
色
姓
の
制
定
で
は
、
宿
禰
は
真
人
、
朝
臣
に
つ
い
で
第
三

位
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
天
武
朝
あ
た
り
で
足
尼
が
宿
禰
の
表
記
に
か
わ
っ
た
と

（
�
）

も
考
え
ら
れ
る
。
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
銘
に
は
多
加
利
足
尼
、『
上
宮
聖
徳

（
�
）

（
�
）

法
王
帝
説
』
に
は
宋
我
稲
目
足
尼
、『
天
寿
国
繍
帳
』
に
は
巷
奇
大
臣
名
伊
奈
米

足
尼
な
ど
と
あ
る
が
、『
古
事
記
』
は
建
内
宿
禰
、『
日
本
書
紀
』
も
武
内
宿
禰

と
、「
ス
ク
ネ
」
は
宿
禰
の
字
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
上
碑
が
天
武
朝
期

に
建
碑
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、「
ス
ク
ネ
」
は
宿
禰
と
表
記
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
山
上
碑
と
隣
接
す
る
山
上
古
墳
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
山
上
碑
は
山

上
古
墳
に
埋
葬
さ
れ
た
黒
賣
刀
自
の
墓
誌
と
考
え
ら
れ
、
築
造
年
代
が
わ
か
る
稀

有
な
資
料
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
後
の
研
究
に
よ
り
、
山
上
碑
と
山
上
古
墳
は

同
時
期
と
み
る
の
で
は
な
く
、
山
上
古
墳
の
ほ
う
が
先
行
し
て
造
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
山
上
古
墳
の
よ
う
な
畿
内
の
新
し
い
構
造
技
術
を
導
入

し
た
截
石
切
組
積
石
石
室
は
、
群
馬
県
西
部
に
お
け
る
七
世
紀
初
頭
前
後
の
凝
灰

石
の
加
工
石
材
を
用
い
た
横
穴
式
石
室
技
術
の
延
長
上
に
位
置
す
る
も
の
と
さ
れ

（
�
）

て
い
る
。
し
か
し
、
山
上
碑
の
建
碑
時
期
が
遡
れ
ば
、
古
墳
築
造
年
代
と
一
致
す

る
こ
と
も
予
測
さ
れ
、
そ
の
場
合
は
、
古
墳
被
葬
者
が
黒
買
刀
自
で
あ
る
可
能
性

も
大
き
く
な
る
。

三

仏
教
伝
播
と
上
野

さ
て
一
方
で
、
建
碑
者
が
僧
長
利
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
野
に
推
古
二
十
九
年

（
六
二
一
年
）
ま
で
に
は
仏
教
が
浸
透
す
る
に
は
早
す
ぎ
る
と
す
る
説
が
一
般
的

で
あ
る
が
、
こ
の
章
で
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

山
上
碑
の
建
碑
時
期
に
つ
い
て
は
、
天
平
十
三
年
説
を
否
定
し
た
上
で
、
ほ
ぼ

天
武
十
年
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
推
古
二
十
九
年
説
を
退
け
る
た
め
の
作

業
は
、
と
く
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
推
古
二
十
九
年
で
は
、
地
方
へ
仏
教
が

浸
透
す
る
に
は
早
す
ぎ
る
と
す
る
の
み
で
あ
る
。

（
�
）

『
三
国
史
記
』
に
よ
る
と
、
高
句
麗
で
は
、
小
獣
林
王
二
年
（
三
七
二
年
）
に

前
秦
よ
り
仏
像
・
経
典
を
迎
え
る
と
あ
り
、
ま
た
百
済
も
枕
流
王
元
年
（
三
八
四

年
）
に
東
晋
よ
り
仏
教
伝
来
の
記
事
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
新
羅
は
法
興
王
十
五
年

（
五
二
八
年
）
に
始
め
て
仏
法
を
行
な
う
と
あ
る
。
日
本
へ
の
仏
教
伝
来
に
つ
い

て
は
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
十
三
年
（
五
五
二
年
）
説
と
『
元
興
寺
縁
起
�
流
記

― ８ ―



資
財
帳
』
に
み
え
る
戊
午
年
（
五
三
八
年
）
の
二
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
記
録
に
よ

る
仏
教
伝
来
記
事
で
あ
る
が
、
別
の
仏
教
伝
来
の
形
態
と
し
て
、
記
録
に
な
い
渡

来
者
に
よ
る
伝
播
、
渡
来
前
に
仏
教
を
受
容
し
て
い
た
者
に
よ
る
伝
播
な
ど
も
考

え
ら
れ
る
。
舶
載
の
四
仏
神
獣
鏡
や
三
仏
三
獣
鏡
な
ど
の
考
古
学
的
遺
物
、
あ
る

い
は
古
墳
壁
画
の
文
様
に
仏
教
の
私
的
伝
来
の
痕
跡
を
求
め
て
、
朝
鮮
半
島
や
中

国
大
陸
に
近
い
九
州
地
方
や
渡
来
人
が
多
く
居
住
し
た
畿
内
に
五
世
紀
代
に
す
で

（
�
）

に
仏
教
が
伝
播
、
弘
通
し
て
い
た
と
の
見
解
も
あ
る
。
こ
の
場
合
も
含
め
て
時
期

的
に
は
七
世
紀
前
葉
ま
で
に
地
方
へ
仏
教
が
伝
播
す
る
の
は
全
く
不
可
能
な
こ
と

で
は
な
い
。
高
崎
市
東
部
か
ら
榛
名
山
東
山
麓
に
か
け
て
五
世
紀
前
半
か
ら
六
世

紀
前
半
の
渡
来
系
の
考
古
遺
物
・
遺
跡
（
韓
式
土
器
・
朝
鮮
式
馬
具
や
耳
飾
り
・

（
�
）

積
石
塚
）
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
渡
来
系
の
移
住
者
が
早
く
か
ら
上
野

に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
上
野
と
渡
来
人
と
の
関
係
の
古
さ
が
見

て
取
れ
る
。
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
頭
築
造
の
古
墳
で
あ
る
稲
荷
山
古
墳
、
観

音
山
古
墳
、
観
音
塚
古
墳
か
ら
仏
教
的
色
彩
を
も
つ
遺
物
（
銅
製
水
瓶
、
佛
器
の

（
�
）

承
台
付
蓋
碗
、
銅
碗
な
ど
）
が
出
土
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
、
仏

教
が
地
方
豪
族
層
に
広
く
受
容
さ
れ
た
と
み
る
の
に
は
問
題
は
あ
る
が
、
仏
教
伝

播
が
思
っ
た
よ
り
は
早
く
、
仏
教
文
化
の
影
響
が
比
較
的
早
く
か
ら
上
野
に
及
ん

だ
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
推
古
二
年
（
五
九
四
年
）
に
仏
法

興
隆
の
詔
「
詔
皇
太
子
及
大
臣
令
興
隆
三
寶
。
是
時
諸
臣
連
等
、
各
為
君
親
之

恩
、
競
造
佛
舎
即
、
是
謂
寺
焉
」
が
出
さ
れ
て
以
後
、
同
三
二
年
九
月
条
（
六
二

四
年
）
に
「
寺
四
六
所
、
僧
八
一
六
人
、
尼
五
六
九
人
、
并
一
千
三
百
八
十
五
人

（
�
）

有
」
と
の
記
事
が
み
え
る
。
金
井
塚
氏
に
よ
る
と
、
関
東
に
は
国
分
寺
創
建
以
前

に
、
四
八
寺
あ
り
、
そ
の
う
ち
七
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
寺
が
十
九
箇
所
あ
っ
た
と

『
埼
玉
県
古
代
寺
院
調
査
報
告
書
』（
一
九
八
九
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
問
題
点
と
し
て
、
山
上
碑
の
建
碑
者
が
放
光
寺
僧
長
利
で
あ
る
こ
と
は

衆
目
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
碑
の
建
碑
時
期
を
推
古
二
十
九
年
（
六
二
一
年
）
と

仮
定
し
た
場
合
、
碑
文
の
内
容
か
ら
、
放
光
寺
は
、
そ
の
十
九
箇
所
に
含
ま
れ
、

推
古
二
十
九
年
ま
で
に
創
建
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
正
年
間
に
、
偶

然
発
見
さ
れ
た
塔
芯
礎
の
調
査
に
端
を
発
し
た
山
王
廃
寺
（
前
橋
市
総
社
町
）
の

発
掘
は
、
昭
和
四
九
年
か
ら
五
六
年
に
か
け
て
七
次
の
本
挌
発
的
調
査
が
行
わ
れ

た
。
第
六
次
発
掘
調
査
で
「
放
光
寺
」
と
箆
書
き
さ
れ
た
平
瓦
が
出
土
し
て
、
山

王
廃
寺
が
山
上
碑
に
見
ら
れ
る
放
光
寺
と
み
る
説
が
有
力
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

（
�
）
た
。
そ
の
後
の
数
次
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
伽
藍
配
置
は
西
に
金
堂
、
東
に
塔
、

北
側
に
講
堂
を
お
く
法
起
寺
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
山
王
廃
寺
（
放
光

寺
）
か
ら
出
土
す
る
創
建
当
時
の
軒
丸
瓦
と
思
わ
れ
る
も
の
に
素
弁
八
弁
蓮
華
紋

軒
丸
瓦
、
隆
起
線
八
弁
蓮
華
紋
軒
丸
瓦
が
あ
る
。
そ
の
軒
丸
瓦
か
ら
、
山
王
廃
寺

（
�
）

の
創
建
時
期
を
大
方
の
見
解
は
七
世
紀
後
半
も
し
く
は
第
Ⅲ
四
半
期
と
す
る
が
、

（
�
）

岡
本
東
三
氏
は
七
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
前
沢
和
之
氏

（
�
）

も
岡
本
東
三
氏
の
見
解
を
容
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
隆
起
線
紋
軒
丸
瓦
は
当
初
、

退
化
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
、
出
土
点
数
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
創
建
期
の

瓦
と
し
て
扱
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
発
掘
調
査
が
進
む
に
つ
れ
て
出
土
点
数
も
素
弁

八
弁
蓮
華
紋
軒
丸
瓦
と
同
数
に
な
り
、
飛
鳥
寺
の
創
建
軒
丸
瓦
の
星
組
（
六
世
紀

末
創
建
時
）
に
み
え
る
古
い
様
相
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
創
建
当
時
の
軒
丸
瓦

と
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
山
王
廃
寺
舎
利
孔
の
形
が
円
形
と
方
形
と
い
う
違
い
が
あ

（
	
）

る
が
、
飛
鳥
寺
の
塔
芯
礎
に
類
似
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
山
王
廃
寺
の
創

建
時
期
は
一
般
的
見
解
よ
り
早
く
な
る
可
能
性
も
出
て
き
た
。

『
扶
桑
略
記
』
に
「
第
廿
七
代
継
体
天
皇
即
位
十
六
年
壬
寅
。
大
唐
漢
人
案
部

― ９ ―



村
主
司
馬
達
止
、
此
年
春
二
月
入
朝
、
即
結
草
堂
於
大
和
国
高
市
郡
坂
田
原
。
安

置
本
尊
。」
と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
冬
十
月
条
に
、「
大
臣

（
蘇
我
稲
目
）
浄
捨
向
原
家
為
寺
。」
と
み
え
る
例
か
ら
も
、
す
べ
て
の
寺
院
が
創

建
当
初
か
ら
瓦
葺
き
で
あ
っ
た
と
は
考
え
づ
ら
く
、
山
王
廃
寺
（
放
光
寺
）
も
瓦

を
用
い
な
い
草
堂
（
私
宅
）
が
先
行
し
て
建
て
ら
れ
、
そ
の
後
、
瓦
葺
き
の
寺
院

へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
山
王
廃
寺
（
放
光
寺
）
の
創
建
時
期
を
も

う
少
し
遡
ら
せ
る
可
能
性
も
で
て
く
る
。

事
実
、
山
王
廃
寺
跡
で
は
、
発
掘
調
査
に
よ
り
寺
院
に
先
行
す
る
大
型
掘
立
柱

建
物
群
が
検
出
さ
れ
、
寺
院
を
建
立
し
た
氏
族
の
居
宅
で
あ
る
と
も
推
測
さ
れ
て

い
る
。
蘇
我
稲
目
と
同
様
に
、
山
王
廃
寺
を
建
立
し
た
氏
族
も
そ
の
居
宅
を
氏
寺

（
�
）

と
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
草
堂
寺
院
か
ら
伽
藍
寺
院
へ

の
移
行
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
山
上
碑
の
も
つ
形
態
や
碑
文
内
容
が
発
す
る
情
報
か
ら
得
ら
れ
る
推
古

二
十
九
年
説
の
可
能
性
を
縷
々
の
べ
て
き
た
が
、
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。

（
１
）
碑
文
の
大
意
は
、
健
守
命
の
孫
で
あ
る
黒
賣
刀
自
と
新
川
臣
の
孫
で
あ
る

大
児
臣
と
の
子
で
あ
る
僧
長
利
が
、
母
の
為
の
顕
彰
で
あ
る
と
と
も
に
、

自
ら
の
出
自
の
優
位
性
を
も
示
し
て
い
る
。
健
守
命
の
世
代
を
安
閑
期
に

想
定
す
る
。
古
墳
の
被
葬
者
は
黒
賣
刀
自
で
あ
っ
て
も
よ
い
。

（
２
）
山
上
碑
文
の
ひ
と
つ
め
の
特
徴
で
あ
る
系
譜
表
記
は
、
五
世
紀
末
の
埼
玉

県
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
銘
文
の
系
譜
表
記
よ
り
は
、
新
し
く
、『
釈

日
本
紀
』
所
引
『
上
宮
記
』
逸
文
に
み
え
る
継
体
天
皇
の
出
自
を
示
す
系

譜
表
記
と
は
時
期
的
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
、
建
碑
時
期
は
、
推
古
期
を
推

察
す
る
。

（
３
）
ふ
た
つ
め
と
し
て
、
書
風
は
天
武
朝
と
思
え
な
い
ほ
ど
隷
書
的
特
徴
を
も

つ
古
風
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
男
子
を
「
児
」、
ス
ク
ネ
を
「
足
尼
」
と

す
る
記
載
法
は
、
天
武
朝
以
前
の
用
法
と
考
え
る
の
で
、
建
碑
時
期
は
天

武
朝
と
は
考
え
に
く
い
。

（
４
）
山
上
碑
と
同
様
に
碑
文
冒
頭
に
「
辛
巳
」
を
「
辛
己
」
と
彫
ら
れ
た
六
世

紀
初
頭
の
新
羅
の
も
の
と
思
わ
れ
る
石
碑
が
近
年
発
掘
さ
れ
、
ま
た
、
古

代
朝
鮮
も
の
と
思
わ
れ
る
拓
本
に
、
山
上
碑
と
同
じ
く
「
集
月
」
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
辛
己
」・「
集
月
」
の
用
語
は
、
古
代
日

朝
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）
高
崎
市
に
は
五
世
紀
前
半
か
ら
六
世
紀
前
半
の
渡
来
系
遺
物
、
遺
跡
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
早
い
時
期
か
ら
上
野
に
は
渡
来
系
の
ひ
と
た
ち
が
集
住

し
て
い
た
。
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
頭
に
築
造
さ
れ
た
古
墳
に
埋
葬
さ

れ
た
仏
教
的
遺
物
か
ら
、
上
野
に
思
っ
た
よ
り
早
く
仏
教
文
化
が
伝
播
さ

れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
山
王
廃
寺
（
放
光
寺
）
が
、
草
堂
寺
院
か
ら
伽

藍
寺
院
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
み
れ
ば
、
山
王
廃
寺
（
放
光
寺
）
の
建

立
時
期
が
遡
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
。

こ
れ
ら
の
結
論
か
ら
、
山
上
碑
の
建
碑
時
期
の
繰
り
上
げ
が
許
さ
れ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
古
代
日
本
に
お
い
て
、
想
像
以
上
に
早
く
に
、
石
碑
を
建
て
る
文
化
が

渡
来
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
山
上
碑
の
建
碑
時
期
を
推
古
天
皇
二
十
九
年
（
六
二
一
年
）
の
可
能

性
の
追
求
に
論
議
を
集
中
さ
せ
た
た
め
、
山
上
碑
建
碑
の
政
治
的
背
景
ま
で
は
言
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及
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
推
論
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
多

く
、
今
後
も
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
も
多
い
。
目
的
を
果
た
せ

た
か
は
疑
問
だ
が
、
大
方
の
ご
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

註（
１
）
『
群
馬
県
史

資
料
編
４
』（
群
馬
県
史
編
纂
委
員
会

一
九
八
八
年
）。

（
２
）
伴
信
友
『
伴
信
友
全
集

第
二
』（
図
書
刊
行
会

一
九
〇
七
年
）。

（
３
）
木
崎
愛
吉
『
大
日
本
金
石
史
』（
好
尚
会
出
版
部

一
九
二
一
年
）。

（
４
）
東
野
治
之
『
日
本
古
代
金
石
文
の
研
究
』（
岩
波
書
店

二
〇
〇
四
年
）。

（
５
）
篠
川
賢
「
山
上
碑
を
読
む
│
「
佐
野
三
家
」
を
中
心
に
し
て
│
」（
平
野
邦
雄
監

修
『
東
国
石
文
の
古
代
史
』
吉
川
弘
文
館

一
九
九
九
年
）。

（
６
）
金
井
塚
良
一
「
東
国
仏
教
文
化
の
源
流
を
探
る
」（『
古
代
東
国
仏
教
の
源
流
』

群
馬
県
鬼
石
町
教
育
委
員
会
編

一
九
九
四
年
）。

（
７
）
東
野
治
之
前
掲
書
（
４
）。

（
８
）
尾
崎
喜
左
雄
「
山
ノ
上
碑
及
び
金
井
沢
碑
の
研
究
」（『
群
馬
大
学
教
育
学
部
紀

要
』
第
十
七
巻
一
九
六
七
年
）。

（
９
）
東
野
治
之
前
掲
書
（
４
）。

（
１０
）
義
江
明
子
『
日
本
古
代
の
氏
の
構
造
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
八
六
年
）、
森
公
章

「
古
代
国
家
の
形
成
」（『
史
跡
で
読
む
日
本
の
歴
史
』
３

吉
川
弘
文
館

二
〇

一
〇
年
）。

（
１１
）
尾
崎
喜
左
雄
前
掲
書
（
８
）。

（
１２
）
篠
川
賢
前
掲
書
（
５
）。

（
１３
）
黛
弘
道
『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
八
七
年
）
の
校
定

と
訓
み
を
参
照
。

（
１４
）
義
江
明
子
前
掲
書
（
１０
）。

（
１５
）
義
江
明
子
前
掲
書
（
１０
）。

（
１６
）
黛
弘
道
前
掲
書
（
１３
）。

（
１７
）
桜
井
良
策
『
日
本
図
書
文
化
源
流
考
』（
巌
南
堂
書
店

一
九
七
八
年
）。

（
１８
）
船
王
後
墓
誌
『
日
本
古
代
の
墓
誌
』（
奈
良
国
立
文
化
戝
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
編

一
九
七
九
年
）。

（
１９
）
狩
谷
掖
斎
『
好
古
日
録
』（『
芸
林
叢
書
』
第
三
巻
）。

（
２０
）
『
日
朝
漢
字
辞
典
』（
明
石
書
店

二
〇
〇
一
年
）。

（
２１
）
二
〇
〇
九
年
七
月
五
日
、
日
韓
古
代
文
化
研
究
会
に
お
け
る
「
六
世
紀
の
金
石

文
資
料
か
ら
み
た
新
羅
の
法
」
の
発
表
レ
ジ
メ
に
よ
る
。

（
２２
）
松
田
猛
『
上
野
三
碑
』（
同
成
社

二
〇
〇
九
年
）。

（
２３
）
東
野
治
之
前
掲
書
（
４
）。

（
２４
）
東
野
治
之
『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』（
塙
書
房

一
九
八
三
年
）。

（
２５
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
四
年
（
七
七
四
年
）
五
月
辛
巳
条
に
阿
曾
美
を
朝
臣
、
足
尼

を
宿
禰
と
な
す
と
あ
り
、
足
尼
が
宿
禰
の
古
称
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
２６
）
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』（「
聖
徳
太
子
集
」『
日
本
思
想
体
系
』
岩
波
書
店
）。

家
永
三
郎
氏
は
本
書
を
記
載
内
容
か
ら
、
五
部
に
分
け
、
当
該
部
分
（
冒
頭
部

分
）
は
帝
紀
的
記
事
に
終
始
し
、
説
話
的
要
素
を
欠
く
こ
と
、「
治
天
下
」
を
用

い
「
御
宇
」
の
表
記
を
用
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
く
と
も
大
宝
年
代
（
七
〇

一
〜
七
〇
四
）
ま
で
は
下
ら
な
い
時
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。

（
２７
）
『
天
寿
国
繍
帳
』
は
、
飛
鳥
時
代
に
製
作
さ
れ
た
旧
繍
帳
と
、
鎌
倉
時
代
に
こ
れ

を
模
造
し
た
新
繍
帳
の
遺
り
の
良
い
部
分
を
江
戸
時
代
に
混
ぜ
て
一
面
の
繍
帳

に
し
た
も
の
で
あ
る
。（『
東
京
国
立
博
物
館
図
録
』
二
〇
〇
六
年
）。

（
２８
）
松
田
猛
『
上
野
三
碑
』（
同
成
社

二
〇
〇
九
年
）。

（
２９
）
井
上
秀
雄
『
三
国
史
記
』（
平
凡
社

一
九
八
三
年
）。

（
３０
）
川
岸
宏
教
「
仏
教
の
流
伝
と
仏
教
文
化
の
形
成
」（『
論
集
日
本
仏
教
史
』
雄
山

閣
出
版

一
九
八
九
年
）。

（
３１
）
川
原
秀
夫
「
貫
前
神
社
と
甘
楽
・
多
胡
郡
域
の
氏
族
│
上
野
三
碑
を
め
ぐ
る
周

辺
地
域
の
様
相
│
」（
平
野
邦
雄
監
修
『
東
国
石
文
の
古
代
史
』
吉
川
弘
文
館

一
九
九
九
年
）。

（
３２
）
高
橋
一
夫
「
古
代
東
国
の
初
期
寺
院
」（『
古
代
東
国
仏
教
の
源
流
』
群
馬
県
鬼

石
町
教
育
委
員
会
篇

一
九
九
四
年
）。

（
３３
）
金
井
塚
良
一
前
掲
書
（
６
）。

（
３４
）
『
山
王
廃
寺
第
六
次
発
掘
調
査
概
要
』（
前
橋
市
教
育
委
員
会

一
九
八
〇
年
）。

（
３５
）
東
野
治
之
『
日
本
古
代
金
石
文
の
研
究
』（
岩
波
書
店

二
〇
〇
四
年
）、
篠
川
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賢
「
山
上
碑
を
読
む
│
「
佐
野
三
家
」
を
中
心
に
し
て
│
」（
平
野
邦
雄
監
修

『
東
国
石
文
の
古
代
史
』
吉
川
弘
文
館

一
九
九
九
年
）、
松
田
猛
『
上
野
三
碑
』

（
同
成
社

二
〇
〇
九
年
）、
高
橋
一
夫
「
古
代
東
国
の
初
期
寺
院
」（『
古
代
東

国
仏
教
の
源
流
』
群
馬
県
鬼
石
町
教
育
委
員
会
編

一
九
九
四
年
）、
森
郁
夫

『
日
本
の
古
代
瓦
』（
雄
山
閣

二
〇
〇
五
年
）
な
ど
多
数
を
占
め
て
い
る
。

（
３６
）
岡
本
東
三
『
東
国
の
古
代
寺
院
と
瓦
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
九
六
年
）。

（
３７
）
前
沢
和
之
「
地
域
表
象
と
し
て
の
古
代
石
碑
│
山
上
碑
と
放
光
寺
を
め
ぐ
っ
て

│
」（『
歴
史
評
論
』
六
〇
九
号

二
〇
〇
一
年
）、
同
『
古
代
東
国
の
石
碑
』

（
山
川
出
版

二
〇
〇
八
年
）。

（
３８
）
『
群
馬
県
史

資
料
編
４
』（
群
馬
県
史
編
纂
委
員
会

一
九
八
八
年
）。『
山
王

廃
寺
平
成
一
九
年
度
発
掘
調
査
報
告
』（
前
橋
市
教
育
委
員
会

二
〇
〇
九

年
）。

（
３９
）
『
群
馬
県
史

通
史
編
２
』（
群
馬
県
史
編
纂
委
員
会

一
九
九
一
年
）。

補
１

狩
谷
掖
斎
の
『
好
古
日
録
』
所
有
の
拓
本
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
に
旧
時
代
の

偽
物
の
拓
本
が
出
ま
わ
っ
て
い
た
と
の
ご
指
摘
も
あ
る
が
、「
山
上
碑
」
が
「
船

王
後
墓
誌
」
よ
り
、
古
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
の
主
旨
に
大
き
く
影
響

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。（

関
西
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
博
士
課
程
後
期
課
程
）
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